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阿波森林公園指定管理者募集要項 

 
Ⅰ 指定管理者の募集について 

１ 指定管理者の募集について 

津山市（以下「市」という。）は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２４４条の２第３項の規定により、平成１８年度から阿波森林公園の管理運営について、指定

管理者を指定していますが、平成２６年３月３１日をもって指定管理期間が終了するため、新た

な指定管理者を募集します。 

この募集要項は、津山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年津

山市条例第１００号。以下「指定管理条例」という。）第２条の規定に基づき、平成２６年４月

１日以降の指定管理者を募集するための要項を定めたものです。 

２ 指定管理者に求めるもの 

  指定管理者制度は、民間団体のノウハウを生かして、サービスの向上と収支の改善を目指すも

のであることから、必ずしもこれまでの運営状況にとらわれることなく、サービスの向上と経費

の削減が可能となるような、積極的なマネジメントが求められます。 

指定管理者には、園地管理、清掃、警備、施設保守など個々の具体的な業務についての能力だ

けではなく、阿波森林公園の管理方針を立案する能力、施設全体を効率よく運営するための経営

マネジメント能力、利用者へのサービス提供・接客能力なども求められます。 

ただし、公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行わなければなりません。 

３ 指定管理者の指定の性格 

指定管理者の指定は、議会の議決を経た上で当該普通地方公共団体に代わって当該施設の管理

を行うこととする行政処分の一種であり、「請負」等の契約ではありません。したがって、地方

自治法第２３４条の契約に関する規定の適用はなく、同条に規定する「入札」の対象とはなりま

せん。 

指定管理者は、この要項に基づく応募者の中から指定管理者審査委員会が候補者を選定し、議

会の議決を経て指定されます。 

指定管理業務の実施に当たっての詳細な事項については、指定管理者の申請時に市に提出され

た事業計画書などをもとに、市と指定管理者の間で締結する「協定書」において定められます。 

４ 指定管理者が管理を行うために必要な経費 

指定管理者の支出としては、阿波森林公園の運営、維持管理に必要な経費のほか、協定書で定

めた事業計画に基づいて指定管理者が行う事業に必要な経費などがあります。 

また、指定管理者の収入としては、利用料金のほか、協定書で定めた事業計画に基づいて指定

管理者が行う自主事業による収入などがあります。指定管理者が管理を行うために必要な経費は、

協定書で定めた市からの指定管理料と、これらの収入で賄うこととなります。 
 

Ⅱ 指定管理施設及び業務等について 

１ 対象施設 

 (1) 施設の名称  阿波森林公園 

 (2) 所 在 地   津山市阿波３１１５番地 

 (3) 設置目的   阿波森林公園の自然環境を生かして、青少年及び家族が野外活動、レクリエ

ーション等の体験に親しみ、もって心身の健全な育成と健康の増進ができる場

を提供する。 
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 (4) 開館時期   平成１８年５月 

 (5) 敷地面積   ２１，２００㎡ 

 (6) 施    設   渓流茶屋、バンガロー、園地広場等（詳細は別紙１のとおり） 

 (7) 開場期間   ４月１日から３月３１日（休館日：毎週火曜日） 

（但し、布滝園地については、降雪による通行止め期間中は休場とします） 

２ 管理運営に関する基本的な考え方 

(1) 設置目的に基づき、市民や利用者と協力しながら管理運営を行う。 

(2) 利用者の安全と個人情報の保護を徹底する。 

(3) 地域住民や利用者の意見を管理運営に反映させることにより、サービスの向上と利用者の

拡大を図り、更なる管理運営費の削減に努め効率的かつ効果的な経営を行う。 

３ 指定管理期間 

５年間（平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日） 

４ 成果目標 

年間の有料入場者数が４，０００人以上とします。 

５ 指定管理者の業務及び権限 

 (1)主な業務 

  ① 森林公園の施設又は設備の利用の許可に関する業務 

② 森林公園の維持管理に関する業務 

③ 森林公園の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務 

④ 森林公園の設置目的を発揮するための事業に関する業務 

⑤ 森林公園の利用者の利便性を向上させるために必要な業務 

⑥ 前各号に掲げるもののほか，森林公園の運営に関する事務のうち，市長のみが行うことの

できる権限に関する事務を除く業務 

 (2)権限 

① 阿波森林公園の休場日の変更に関すること 

② 阿波森林公園の利用の許可に関すること 

③ 利用料金の徴収、減免及び還付に関すること 

④ 利用の許可に関する事項及び内容の変更、利用許可の取り消しに関すること 

⑤ 入場の制限、阿波森林公園の原状回復に要する費用の請求等 

６ 管理運営に要する経費及び指定管理料 

(1) 阿波森林公園の運営による収入は、指定管理者の収入とします。（市長の許可による使用料は

除く。） 

   阿波森林公園は、運営による収入及び指定管理料で管理運営を行うものとします。 

また、経費に不足が生じた場合は、市が特別な事情があると認めない限り、指定管理者の負担

となります。 

 (2) 指定管理料の支払い 

指定管理料は、４月、７月、１２月の３回に分割して支払います。 

現在の消費税率が変更された場合、年度当初にあっては税率変更分を協定による指定管理料

に加算し、年度途中にあっては月割りで加算します。 

 (3) 指定管理料の上限額 

各年度の指定管理料の上限額（消費税及び地方消費税を含む。）は次の金額とします。 

指定管理料の上限額 3,450,000円 
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 (4) 利益の納付 

指定期間中の年度ごとの収支決算で、税引き後の純利益（会社法の計算規則による損益計算

書上において、税引き前当期純利益から「法人税、住民税および事業税」と税効果会計により

生じる「法人税等調整額」を差し引いた利益のこと。）が生じた場合は、その３０％相当額を

津山市の収入とし、津山市の指示により納入等するものとします。この納付金は他の決算期と

損益通算出来ないこととします。 

ただし、当該施設の管理運営のための設備、備品の更新等のために積み立てる場合等、特段

の事情があり、市の収入とすることが適当でないと認められる場合にあっては、全部又は一部

について、納入を免除することができるものとします。 

７ 業務の基準 

① 利用者の平等な利用を確保する。 

② 地方自治法などの関係法令、条例及び規則等を遵守し、適正な管理運営を行う。 

③ 設置目的に基づき、市民や利用者と協力しながら管理運営を行う。 

④ 利用者の安全と個人情報の保護を徹底する。 

⑤ 地域住民や利用者の意見を管理運営に反映させ、民間のノウハウを生かしてより、サービス

の向上と利用者の拡大を図り、更なる管理運営費の削減に努め効率的かつ効果的で安定的な経

営を行う。 

⑥ 本事業に関してリスクを適正に分担することにより、合理的かつ効率的なサービスを利用者

に提供し、健全な経営を目指す。（別紙２参照） 

８ 自主事業 

  条例に定める範囲で自主事業を実施することができます。ただし、施設の設置目的に該当しな

い場合、公共の秩序に混乱が生じる恐れがあると判断される場合及び阿波森林公園の経営悪化が

見込まれる等の場合、市は事業の中止を命令することができるものとします。 

９ 業務報告書の提出及び調査 

(1) 業務及び事業の実施状況、入場者数、入場料金等の収入及び支出について翌月１０日までに

市に報告して下さい。また、年度における業務報告書は毎年４月末日まで提出して下さい。 

(2) 市は、業務実施状況の調査に必要な現地調査を随時行うことができるものとします。指定管

理者は、正当な理由なく市の調査を拒否できません。 

(3) 市は、業務報告書について調査及び説明を求めることができます。その結果、報告書の内容

の変更、追加又は業務の改善を命令できます。 

10 管理物件 

(1) 管理物件は、別紙３のとおりです。 

(2) 管理物件は、無償で貸与します。 

(3) 指定管理者は、管理物件を適正に管理して下さい。 

(4) 施設等について賠償責任保険に必ず加入して下さい。 

11 委託について 

(1) 指定管理者の業務に一部について、指定管理者の管理のもとで業務委託することができます。

ただし、阿波森林公園に関する権限及び業務の全て並びに区域を区切ってその区域内の全ての

業務についての委託はできません。 

(2) 前項の委託は、事前に市の承認を得るものとします。 

12 人員の確保について 

事業の実施及び維持、管理に伴う人員については、十分な人数を確保すると共に、従業員が運
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営に必要な技能を身につけるための研修を実施して下さい。 

13 施設の修繕等 

指定管理者の責任によらない施設及び備品等の修繕に関する責任分担は別紙４とします。 

14  個人情報の保護 

指定管理者には、津山市個人情報保護条例（平成１５年津山市条例第２号）が適用されます。

このため、施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の取扱、利用及び提供の制限等の責務

が課せられています。また、指定期間が満了、若しくは指定を取り消しされた後も同様です。 

15 目的外使用 

  敷地及び施設を目的外で使用するときは、市長の許可が必要です。許可にあたっては、行政財

産使用許可申請書の提出及び目的外使用料を津山市に納入して下さい。 

16 指定期間終了に伴う事務 

指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう、協定書締結後速や 

 かに引継ぎを行わなければなりません。前項に該当する場合も同様です。 

17  自己評価に関すること 

業務の質とサービスの向上を図ることを目的に、利用者等から施設運営に関する意見を聴取し、

定期的な自己評価を実施して下さい。これにより得られた評価は事業報告書に記載し、早期に業

務実施に反映して下さい。 

18 立入検査 

  津山市は必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等並びに管理運営について実地検査を行います。

指定管理者は、合理的な理由がない場合、これを拒否できません。 

  また、関係官庁の立入検査が行われるときは、その検査に立会い、協力しなければなりません。

関係官庁から改善の指摘を受けたときは、その主旨に基づき、関係者に周知するとともに、具体

的な改善方法について市に報告してください。 
 

Ⅲ 指定管理者の責任とリスクの明確化等 

 １ 想定されるリスク及び責任の分担 

  (1) 基本的な考え 

    本事業に関してリスクを適正に分担することにより、合理的かつ効率的なサービスを利用

者に提供し、健全な経営を目指します。 

  (2） 履行保証 

    指定管理者として指定するに当たっての履行保証は求めませんが、損害金を請求する場合

があります。 

  (3) 自主事業の実施に関するリスク 

    指定管理者が実施する自主事業に関するリスクの負担は、全て指定管理者とします。 

   なお、自主事業の経営悪化により指定管理業務に支障が発生していると判断した場合、市は、

自主事業の改善、中止を命ずることがあります。 

  (4)  その他想定されるリスクは、原則として別紙２のとおりとします。 

２ 指定管理業務の継続が困難となった場合等の措置 

 (1)  指定管理者は、指定管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合に 

は、速やかに市に報告するものとします。  

(2)  指定管理者の責めに帰すべき事由により指定管理者による適正な施設管理が困難となっ 

た場合又はそのおそれがあると認められる場合には、市は指定管理者に対して改善勧告を 

行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができます。  
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この場合において、指定管理者が当該期間内に改善することができなかったときには、 

責任の所在を明文化するとともに、市は指定管理者の指定を取り消すことができます。  

(3)  指定管理者が市の指示に従わないときや指定管理者の財務状況が著しく悪化するなど指 

定管理業務の継続が困難と認められる場合（指定管理者が欠格事項に該当すると判断され 

る場合及び経営破綻又はその疑念が生じた場合等）、責任の所在を明文化するとともに、市 

は指定管理者の指定を取り消すことができます。 

(4)  上記(2)又は(3)により指定管理者の指定を取り消された場合又は指定管理者が業務を放 

棄したことにより、市に指定管理者の債務不履行による損害が生じた場合、指定管理者は 

市に生じた損害について賠償の責めを負うこととなります。  

(5)  市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により指定管理業務の継続が困難 

となった場合には、市と指定管理者は、指定管理業務継続の可否について協議することと 

します。 

 

Ⅳ 申請の手続き 

１ 募集の方法 

非公募とします。 

２ 事業実施スケジュール 

(1)  指定管理者の募集開始・・・平成２５年６月２４日 

(2) 質問受付・・・平成２５年７月２日から７月９日 

(3)  指定管理者の募集締め切り・・・平成２５年８月８日午後５時１５分必着 

(4)  プレゼンテーション・・平成２５年８月２７日（時間は、応募者に別途通知します。） 

(5)  指定管理候補者選定結果通知書の送付及び協定書の締結・・・平成２５年１０月 

(6)  指定管理者の指定・・・平成２５年１２月末（平成２５年１２月議会） 

(7) 指定管理者指定書の交付・・・平成２５年１２月末から平成２６年１月 

  (8)  指定管理の開始・・・平成２６年４月１日 

(9)  指定管理の終了・・・平成３１年３月３１日 

３ 応募資格 

  応募できる団体は、指定期間中、確実に管理運営できる法人その他の団体（以下「団体等」と

いう。）です。なお、団体等は単独であっても共同企業体であっても応募できますが、同一の団

体等が複数の提案を行うこと、及び複数の共同企業体の構成員になることは禁止します。 

  また、次の欠格事項に該当する者及び構成員は応募資格がありません。 

① 団体等又はその代表者が、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。 

② 市から指定管理を取り消され、その取り消しの日から１年を経過していない者及び市から

指名停止措置を受けている団体等。 

③ 代表者、役員又はその使用人が、刑法第９６条の３又は第１９８条に違反する容疑があっ

たとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から２年を経過し

ていない団体等。 

④ 団体等又はその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又は第

８条第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から２年を経過

していない者。 

⑤ 団体等又はその代表者が、指定管理者として行う業務に関連する法規に違反するとして関

係機関から処分された日から２年を経過していない者。 
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⑥ 団体等又はその代表者が所得税、法人税、消費税及び市税等を滞納している者、正当な理

由なくこれらの税に係る申告を行っていない者、又は正当な理由なく個人住民税の特別徴収

を行っていない者。 

⑦ 代表者又は役員が暴力団員等（津山市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員等

をいう。）である団体等 

⑧ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認め

られる団体等 

⑨ 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者。 

⑩ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える

目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められる者。 

⑪ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者。 

⑫ 暴力団員等であることを知りながら、その者を雇用・使用している団体等 

⑬ 代表者又は役員が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している団体等 

４ 質問の受付 

   募集要項等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

(1) 受付期間 平成２５年７月２日から７月９日の執務時間内 

(2) 受付方法 質問書（様式第６号）を郵送、ＦＡＸ又は電子メールで提出してください。 

電話では受け付けできません。 

(3) 回  答 受付期間終了後、すみやかに申請者あて回答します。 

５ 応募書類 

(1) 応募書類は、次のとおりです。ただし、市の判断により、追加資料を求めることがあります。 

書  類 様 式 
提出部数 

正本 副本 

① 指定管理者指定申請書 様式第１号 

１ 

１１ 

② 事業計画書 様式第２号 １１ 

③ 収支予算書 様式第３号 １１ 

④ 欠格事由に該当しない申立書 様式第４号 副本不要 

⑤ 申請者の概要、沿革 － １１ 

⑥ 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 － １１ 

⑦ 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 － 副本不要 

⑧ 申請の日の属する事業年度の前１カ年の事業年度に

おける貸借対照表、収支決算書その他の団体の財務状

況を明らかにする書類（前３ヶ年が望ましい。） 

－ １１ 

⑨ 納税証明書（国税、県税、市税等） － 副本不要 

⑩ 印鑑証明書 － 副本不要 

⑪ その他 

 共同企業体で申請する場合は、共同企業体の構成員表 

及び協定書（構成員の代表団体、役割分担、代金請求・

受領団体等を明らかにした書類） 

－ 副本不要 

＊すべて書類をＡ４版で統一すること。副本は複写可とします。 
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＊共同企業体の場合は④から⑩の書類について全員の分を添付して下さい。 

 (2) 提出期間等 

提出期間 平成２５年６月２４日から平成２５年８月８日午後５時１５分までの執務時間内 

提出方法 郵送又は持参 

＊ＦＡＸ又は電子メールでは提出できません。 

＊郵送の場合、最終日までに必着のこと。 

６ 著作権及び書類の公表 

著作権は申請者に帰属し、著作権法により保護されます。ただし、提出された書類は、本件業

務の必要な範囲において自由に利用できるものとし、情報公開の請求については、津山市情報公

開条例に基づき対応します。なお、提出された書類は理由のいかんに関わらず返却しません。 

７ 申請に要する経費 

申請に要する経費等は、すべて申請者の負担とします。 

 

Ⅴ 指定管理者候補者の選定及び指定 

１ 指定管理者候補者の選定 

(1) 指定管理者候補者の選定は、指定管理者審査委員会が審査基準に基づいて行います。 

指定管理者審査委員会の会議内容は、非公開とします。 

(2) 審査項目 

審 査 項 目 審 査 内 容 配点 

運営経費に関する事項 ・提案価格（各年度及び５年間の総額） ２０ 

申請団体に関する事項 
・経営の安定性 

・同種の施設管理業務の実績 
１０ 

管理運営に関する事項 

・当該施設の設置目的、管理運営内容の把握 

・施設や設備の維持管理計画 

・日常の警備及び事故防止、防災に関する対策 

・緊急時の連絡体制 

・個人情報の保護に関する制度の理解度 

・情報公開に関する制度の理解 

３０ 

事業実施に関する事項 

・事業計画の内容の具体性 

・事業の創意工夫 

・施設の利用を促進させる方策（宣伝、広報等） 

・利用者等の要望、意見等を反映させる方策 

・地域や関係団体との連携の方策 

・サービス全般の評価及び改善の方策 

・経費節減の方策 

・利用者数の達成基準の確保と利用料金の見込み 

・収支計画と事業計画の整合性及び実現可能性 

・効率的な運営の工夫 

３５ 

サービス提供体制に関

する事項 

・適切な人員や有資格者の配置状況 

・職員の育成・研修体制 

・地域住民の雇用への配慮 

・平等な利用の確保のための方策 

２５ 
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・トラブル、苦情処理に対する対応 

その他 
・プレゼンテーション 

・質疑応答等 
１０ 

合   計 １３０ 

(3) 選定における留意事項 

  次に掲げる場合に該当したときは、当該申請は失格又は無効となることがあります。  

① 申請書の提出方法、提出先、提出期限等について、募集要項に指示する事項が守られなか 

ったとき。  

② 申請書類として提出すべき書類が提出されていないとき、または申請書類の記載すべき事 

項の全部又は一部が記載されていないとき。  

③  応募資格の禁止事項、欠格事項に該当しているものと判断されるとき。 

④  選定委員会の委員または本件業務に従事する本市職員に対し、本件応募について不正な接 

触の事実が認められたとき。  

⑤  申請者による指定期間中の指定管理業務履行が困難であると判断される事実が判明したと 

き。  

⑥  著しく社会的信用を損なう行為等により、申請者が指定管理者として業務を行うことにつ 

いてふさわしくないと市が認めたとき。  

⑦  その他不正な行為があったと市が認めたとき。 

⑧  提案価格が指定管理料の上限額を超えている場合。 

(4) 指定管理者候補者の該当者がない場合 

審査基準に照らして、申請者のうち指定管理者として適任と判断できる者がいない場合は、 

指定管理者候補者は該当なしとする場合があります。 

(5) 選定結果等の公表 

応募及び選定結果等については、各申請者に文書で通知するとともに市のホームページで公

表します。 

２ プレゼンテーション 

予定日時 平成２５年８月２７日 午前 

プレゼンテーション者：１名（申請団体の代表者、役員又は職員に限る。） 

参加可能人数：３名以内 

プレゼンテーションの資料：Ａ４サイズの用紙２枚又はＡ３サイズの用紙１枚以内 

資料の作成：申請者が作成（１１部）すること。 

その他：プロジェクター等の機器の利用はできません。 

３ 指定管理者候補者の選定後の手続及び指定 

(1) 協定書の締結  

市と指定管理者候補者は、業務内容に関する細目的事項、指定管理に係る委託料に関する事

項、管理の基準に関する細目的事項等について、選定後すみやかに協定書を締結します。  

(2) 指定管理者候補者が、協定書の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その選定を取

り消すことがあります。  

① 指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、指定管理業務の履行が確実でないと認めら 

れるとき。  

② 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者として業務を行うことについてふさわし 

くないと認められるとき。  
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③ 協定書に盛り込む指定の取消し事由に該当すると認められるとき。  

④ 申請や審査過程その他において不正な行為があったと市が認めたとき。    

(3)指定管理者の指定 

指定管理者候補者は、平成２５年１２月津山市議会の議決を経て指定管理者として指定され

ますが、議決を得られないときは指定されません。 

なお、指定されるまでの間に、前項①～④に該当した場合及び事故等により指定管理者候補

者の資格を失った時は、候補者に対してその資格を取り消します。 

 

Ⅵ 書類の提出先及びお問い合わせ先 

  〒708-8501 津山市山北５２０ 

津山市産業経済部森林課（津山市役所４階） 

担当者  森 

   電話番号 ０８６８－３２－２０７８（直通番号） 

ＦＡＸ  ０８６８－３２－２０９３ 

電子メール shinrin@city.tsuyama.okayama.jp 

 

Ⅶ 別紙 

別紙１ 阿波森林公園施設一覧表 

 

別紙２ 指定管理 リスク分担一覧表 

 

別紙３ 管理物件 

 

別紙４ 施設及び備品等の修繕に関する責任分担 

 

  様式集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shinrin@city.tsuyama.okayama.jp
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別紙１ 阿波森林公園施設一覧表    

№ 施 設 名 主な施設 備   考 

１ 落岩園地 

面 積   7,720㎡ 

渓流茶屋       1棟 

東屋（避難小屋下）  1棟 

東屋及び橋      1棟 

トイレ・シャワー棟 1棟 

炊事棟     1棟 

バンガロー      5棟 

テントサイト    10サイト 

水車小屋       1棟 

H18.5月オープン 

２ 藤美園地 

面 積   1,946㎡ 

東屋         1棟 

トイレ（落岩対岸）    

         1棟 

平成 15年 

３ 屏風岩園地 

  面 積   1,374㎡ 

東屋（避難小屋上）  1棟 

東屋      1棟 

炊事棟     1棟 

トイレ     1棟 

平成 6年、16年 

４ 金山園地 

  面 積   2,160㎡ 

公園管理道 平成 6年 

５ 布滝園地 

面 積    833㎡ 

東屋（休憩所） 1棟 

トイレ     1棟 

遊歩道      約 500ｍ 

平成 17年 
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別紙２ 指定管理 リスク分担一覧表 

分  類 概   要 市 指定管理者 

制度・法令変更リスク 関係法令・許認可の変更等に係るもの ○  

政治・政策リスク 

政策方針の転換、市の財政破綻等による指

定管理の中止又は変更、コスト増大 
○  

市議会による指定管理者指定議案の否決  ○ 

管理運営期間中の市議会による予算執行

停止等 
○  

物価変動リスク インフレ・デフレによるコスト増減  ○注 1 

債務不履行リスク 
指定管理者の債務不履行による指定管理

業務の破綻等 
 ○ 

不可抗力 
天災、暴動などの市及び指定管理者のいず

れの責めにも帰すことの出来ない事由 
○  

自主事業リスク 自主事業の運営に係るもの  ○ 

管理運営計画リスク 
管理運営計画の不備、入場者の見込み違い

等 
 ○ 

管理瑕疵リスク 
指定管理者の管理瑕疵に起因する損害等

の発生 
 ○ 

施設構造リスク 施設構造に起因するもの ○ 注２ 

許認可等取得リスク 
管理運営に必要な許認可の取得及び資格

者の配置等の不備 
注３ ○ 

 

 注１：特別な場合、協議できる事項を協定書に盛り込む予定です。 

注２：指定管理者が、施設構造の不備を認識しているにもかかわらず、適切な対応を欠いている

場合には、指定管理者のリスクとします。 

 注３：許認可の取得につき、市の協力を要する場合には、市は合理的な範囲内でこれに協力しま

す。 
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別紙３ 管理物件 

（１）管理施設 

落岩園地 

種 類 棟数 面積（㎡） 構 造 等 設  備 整備年度 

渓流茶屋 1 215.00 木造 電気、食堂、トイレ Ｈ18 

東屋（避難小屋

下） 
1 65.70  木造  Ｈ16 

東屋及び橋 1 17.70  木造  Ｈ16 

トイレ・シャワ

ー棟 
1 48.21  木造 

 
Ｈ15 

炊事棟 1 13.68  木造 
 

Ｈ15 

バンガロー １ 45.36  木造（6人用） 電気、流し台、トイレ、風呂 Ｈ15 

バンガロー １ 45.36  木造（6人用） 電気、流し台、トイレ、風呂 Ｈ15 

バンガロー １ 45.36  木造（6人用） 電気、流し台、トイレ、風呂 Ｈ16 

バンガロー １ 45.36  木造（6人用） 電気、流し台、トイレ、風呂 Ｈ16 

バンガロー １ 45.36  木造（6人用） 電気、流し台、トイレ、風呂 Ｈ16 

水車小屋 1 9.72  木造  Ｈ15 

 

藤美園地 

種 類 棟数 面積（㎡） 構  造 設  備 整備年度 

東屋 １ 6.25  木造 
 

Ｈ15 

トイレ １ 6.25  木造 
 

Ｈ17 

 

屏風岩園地 

種 類 棟数 面積（㎡） 構  造 設  備 整備年度 

東屋（避難小屋

上） 
1 35.00 木造 

 
Ｈ16 

東屋  1 5.00 木造  Ｈ13 

炊事棟 1 70.00 木造  Ｈ6 

トイレ 1 20.00 木造 
 

Ｈ6 

 

布滝園地 

種 類 棟数 面積（㎡） 構  造 設  備 整備年度 

東屋 1 6.25 木造 
 

Ｈ17 

トイレ 1 2.50 木造 
 

Ｈ17 

 

 

 

 

 



 13 

（２）管理物品  

品  名 数量 保管場所 備  考 

食卓テーブル 5 バンガロー  

椅子 30 バンガロー  

食器棚 5 バンガロー  

ワゴン 5 バンガロー  

ベッド 15 バンガロー  

扇風機 5 バンガロー  

電気こたつ 5 バンガロー  

電気掃除機 5 バンガロー  

冷蔵庫 5 バンガロー  

ホットプレート 5 バンガロー  

電気炊飯器 5 バンガロー  

電子レンジ 5 バンガロー  

電気ポット 5 バンガロー  

ヘアードライヤー 5 バンガロー  

カセットコンロ 5 バンガロー  

テレビ 5 バンガロー  

テレビ台 5 バンガロー  

カーテン 5 バンガロー  

ドアマット 5 バンガロー  

包丁 5 バンガロー  

まな板 5 バンガロー  

布団 30 バンガロー  

枕 30 バンガロー  

シーツ 30 バンガロー  

ＡＥＤ 1 渓流茶屋 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ ハートスタートＨＳ１ 

ライスタンク 1 渓流茶屋  

ラック 1 渓流茶屋  

冷凍冷蔵庫 1 渓流茶屋  

台下冷蔵庫 1 渓流茶屋  

ガスフライヤー 1 渓流茶屋  

変形台 1 渓流茶屋  

ガステーブル 1 渓流茶屋  

作業台 1 渓流茶屋  
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ガス炊飯器 1 渓流茶屋  

焼き物台 1 渓流茶屋  

上置き棚 2 渓流茶屋  

台下戸棚 1 渓流茶屋  

作業台 2 渓流茶屋  

二層シンク 1 渓流茶屋  

電子ジャー 1 渓流茶屋  

卓上ウォーマー 1 渓流茶屋  

引出付台下戸棚 1 渓流茶屋  

水切り台 1 渓流茶屋  

ダスト付二層シンク 1 渓流茶屋  

ウォータークーラー 1 渓流茶屋  

製氷機 1 渓流茶屋  

冷凍ショーケース 1 渓流茶屋  

戸棚 1 渓流茶屋  

野外用テーブル 3 渓流茶屋  

屋内用テーブル 2 渓流茶屋  

椅子 26 渓流茶屋  

縁台 3 渓流茶屋  

陳列台 3 渓流茶屋  

衝立 2 渓流茶屋  

ガスコンロ 2 渓流茶屋  

レジスター 1 渓流茶屋  
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別紙４   施設及び備品等の修繕に関する責任分担 

  市と指定管理者との責任分担は、原則として、次の表に定めるとおりとします。 

事   案 責任の分担 

施設等の損傷 施設等の管理上の瑕疵に係るもの 指定管理者 

上記以外のもの 事案の原因ごとに判断し、市と指

定管理者が 協議して定める。 

利用者（これに準ず

るものを含む。以下

この表において同

じ。）への損害賠償 

施設等の管理上の瑕疵に係るもの 指定管理者 

上記以外のもの 事案の原因ごとに判断し、市と指

定管理者が 協議して定める。 

施設等の修繕 施設等の大規模な修繕（資産価値

の向上又は耐用年数の延長につな

がるものをいう。） 

市 

上記以外のもの 指定管理者 

施設等に係る火災保険及び災害保険への加入 市 

利用者に係る損害賠償保険（指定管理者が独自に行う事

業については保険の対象外）への加入 

市（なお、左記に該当しない損害

賠償保険については、市は加入し

ない。） 

 

 


